国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の概要（令和４年国土交通省令告示第1284号）

１． 主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者への追加について（電気工事業）

電気工事業における主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者として、「登録送電線工事基幹技能者」を追加する。
なお、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の改正により、登録送電線工事基幹技能者講習の修了者は、電気工事業の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者となる。

２． 主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者への追加について（とび・土工工事業）

とび・土工工事業における主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者として、「登録送電線工事基幹技能者」を追加する。
[bookmark: _GoBack]なお、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の改正により、登録送電線工事基幹技能者講習の修了者は、とび・土工工事業の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者となる。

３． 主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者への追加について（さく井工事業）

さく井工事業における主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者として、「登録さく井基幹技能者」を追加する。
なお、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の改正により、登録さく井基幹技能者講習の修了者は、さく井工事業の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者となる。
